
 

 
 

 

 

 

令和 4 年度 

（令和 4 年 6 月～令和 5 年 5 月） 

環境経営レポート 

令和 5 年 11 月 28 日 

株式会社 荻原工務店 
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企 業 理 念 
☆誠実、安全、信頼。洗練され、鍛えぬかれた伝統の技を大切にします。 

☆厳しく素材を選び、いいものを創ることにこだわります。 

 

環 境 経 営 方 針 

株式会社荻原工務店は、社寺、仏閣及び一般住宅を手掛けて参りました。

今後は、当社の地域に密着した建設業の活動を通じて、環境への影響を把

握し、地域の環境を守り、共生していくための取組を社員一丸となって推

進・実行し、継続的な環境負荷の削減に努めて参ります。 

 

１．事業活動に伴う環境への負荷を削減するために、以下の環境への取組を行います。 

（１）車両、重機、機械類の燃料を削減し、事務所や作業場の電気の省エネルギー

を推進して二酸化炭素排出量を削減します。 

（２）節水により水使用量を削減します。 

（３）建設廃棄物の発生抑制・削減・リサイクルを推進します。 

（４）事務用品のグリーン購入、地場製品の使用等、環境に配慮した事業活動を行

います。 

（５）建設現場での塗料・接着剤・溶剤等の化学物質の適性な管理を行います。 

２．当社の事業活動において関連する環境関連法規等を遵守します。 

３．地域社会や建設現場における環境保全活動を積極的に実施します。 

４．環境経営レポートを作成して公表します。 

                             令和元年 ６月 26 日（改訂） 

                            株 式 会 社  荻 原 工 務 店 

                     代表取締役 荻原 耕一郎 
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１．組織の概要 

（1） 名称及び代表者名 

    株式会社 荻原工務店   代表取締役  荻原 耕一郎 

（2） 所在地 

    〒811－3132 福岡県古賀市川原 1005 番地１（本社事務所・作業場） 

（3） 環境管理責任者  荻原 良枝 

    担当者      荻原 良枝 

    連絡先      TEL：092－942－3251 

             FAX：092－942－5526 

             E-mail：ogihara-koumuten@nifty.com 

             http://www.ogiharakoumuten.jp 

（4） 事業内容 

    福岡県知事 許可（特－19） 第 69312 号 

    建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業  石工事業 

    屋根工事業  ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事業  鋼構造物工事業  鉄筋工事業 

    板金工事業  ｶﾞﾗｽ工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上げ工事業 

    熱絶縁工事業 建具工事業 

（５） 事業の規模 

     

 

 

 

 

（６） 事業年度   ６月１日～翌年５月３１日 

 

２．認証・登録の対象組織・活動 

  ＜対象組織＞  株式会社荻原工務店（本社事務所・作業場） 

   ＜対象活動＞  総合建設業（建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 

           鋼構造物、鉄筋、板金、ｶﾞﾗｽ、塗装、防水、内装仕上げ、熱絶縁、建具） 

            

 単位 令和 3 年度 令和 4 年度 

売上額 百万円 296 253 

従業員 人 8 8 

延べ床面積（事務所） ㎡ 64.5 64.5 

延べ床面積（作業場） ㎡ 133.65 133.65 

mailto:ogihara-koumuten@nifty.com
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３.ＥＡ２１実施体制 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
役割分担表 

所 属 役割・責任・権限 

代表取締役（社長） 

・代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ。 
・環境方針を作成・見直しをする。 
・環境管理責任者を任命する。 
・環境への取組を実施するための資源（人・もの・金）を準備する。 
・ＥＡ２１全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する。 

環境管理責任者 

・ＥＡ２１ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、実
行し、環境実績を向上させるよう努める。 

・環境目標、環境活動計画を作成する。 
・月に１回、環境目標の達成状況及び環境活動計画の実行状況を確認し、全
従業員に伝達する。 

・月に１回、環境保全活動の勉強会を実施し、環境意識の向上に努める。 
・問題点が発生した場合は、適切な是正処置及び予防処置を検討・実施し、
その結果を全従業員に周知する。 

・上記の結果を社長に報告する。 

ＥＡ２１事務局 
・ＥＡ２１文書及び記録類、及び基礎データの作成・維持・集計・管理を行
う。 

・社外からの環境情報の収集と伝達を行う。 

全従業員 

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する。 
・環境目標達成のため、責任を持って各部門の環境活動へ参加する。 
・各部門で問題点が発生した時は、環境管理責任者に報告する。 
・各部門に関連する法規制等を順守する。 
・緊急事態への準備を実施する。 

建設現場担当者 
・現場に係わる環境活動を責任を持って実施する。 
・協力会社に環境保全活動へのご理解とご協力をお願いする。 

工事部門 

代表取締役 

環境管理責任者 

ＥＡ２１事務局 

総務部門 営業部門 

各建設現場 
認証登録範囲 

作業場 
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4．環境目標とその実績 

 

 

   

 

 

 

環境目標 

目

標 

実

績 

単 位 

基準年度 

（令和 3 年度） 

実績値 

令和 4 年度 

（令和4年6月～

令和 5 年 5 月） 

 

達成状況 

 

 

中期目標 

（令和 6 年度） 

二酸化炭素排

出量の削減 

目

標 

Kg-CO２ 

（削減率） 
― 

9377.77 

（△1%） 
― 9283.04 

以下 

（△2%） 
実

績 

Kg-CO２ 

（削減率） 
9472.49 

9765.41 

（＋1.03%） 
× 

廃棄物排出量

の削減 

（一般廃棄物） 

目

標 

㎏ 

（削減率） 
― 

58.11 

（△1%） 
― 57.53 

以下 

（△2%） 
実

績 

㎏ 

（削減率） 
58.7 

59 

（＋1%） 
× 

産業廃棄物のﾘ

ｻｲｸﾙ率の向上 

目

標 
％ ― 100 ― 

100％を維持する 
実

績 
％ 100 100 ○ 

総排水量の削

減（事務所の節

水） 

目

標 

ｍ３ 

（削減率） 
― 

92.96 

（△1%） 
― 92.02 

以下 

（△2％） 
実

績 

ｍ３ 

（削減率） 
93.9 

85.6 

（△9%） 
○ 

 

 

目

標 
件 ― ― ― 

― 
実

績 
件（件数把握） － 3 ○ 

 目

標 

適正管理実施割合

(%) 
― 100 ― 

100％ 
実

績 

適正管理実施割合

(%) 
80 80 △ 

＜備考＞ 

・（ ）は、令和 3 年度実績値に対する削減率を示します。 

・二酸化炭素排出量削減における購入電力の排出係数は、0.480Kg-CO２/ｋWｈ（令和 2 年度   

 九州電力の調整後排出係数）を使用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に配慮し

た事業活動を

行う 

建設現場で化学

物質の扱いがあ

る場合には安全

面など適正な管

理を行う 

 

・達成状況の判定区分 「○」：達成率≧100％ 又は、「○」：数量把握ができている 

           「△」：100％＞達成率≧80％ 

「×」：達成率＜80％ 又は、「×」：数量把握ができていない 

「－」：判定できない 
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5．環境活動計画及びその取組結果と評価並びに次年度の取組内容 

（1）二酸化炭素排出量の削減 

取組対象 
達成

状況 
取組計画 

実施

状況 
評価（今後の取組方向も含む） 

電気使用

量前年度

比 1％削

減 

 

事務所 

作業場 

× 

1.ｴｱｺﾝ設定温度を決

め、実行する 

 

2.ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰの清掃 

3.不必要な時は消灯

する 

 

4.服装に工夫をして

冷暖房の使用を抑え

る 

○ 

 

 

△ 

△ 

 

 

△ 

1.ｴｱｺﾝ設定温度（夏 28°冬 20°）を記入した

カードを貼り付けることによって、設定温度を意

識することができた。 

2.清掃ができない時もあった。 

3.時々忘れることがあったので、外出する際は社

員同士でお互いに声をかけ合うことを再確認し

た。 

4.換気を行いながら、冷暖房の使用を抑えるよう

に心がけた。 

 

電気使用

量前年度

比 1％削

減 

 

（現場） 

○ 

1.ｴｱｺﾝ設定温度を決

め、実行する 

2.不必要な時は消灯

する 

3.退出時、ｺﾝｾﾝﾄから

ﾌﾟﾗｸﾞを抜く 

4.工具利用作業の効

率化による節電 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

△ 

1.実行することができた。 

 

2.休憩時間の前に実行することができた。 

 

3.については、大体心がけることができた 

 

4.作業場での材木の切り込みの時間が少なかっ

たことで、節電につながった。 

ｶﾞｿﾘﾝ・軽

油使用量

前年度比

1％削減 

× 

1.車間距離にゆとり

をもって、加速・減

速の少ない運転を実

行する 

 

2.エアコンの使用を

適切に利用する 

 

3.燃費の把握 

 

4.資材荷降ろしの際

のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌ （゚軽

油） 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

1.時間に余裕をもって出発するように心がけた。 

現場が遠方だったため、ガソリン使用量の削減に

至らなかった。 

  

 

2.こまめに温度・風量の調節を行い、特に夏場は

設定温度を下げすぎないように気をつけた 

 

3.把握することができた。 

 

4.実行することができた。引き続き、継続してい

きたい。 
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（2）廃棄物排出量の削減（一般廃棄物） 

取組対象 
達成

状況 
取組計画 

実施

状況 
評価（今後の取組方向も含む） 

可燃ごみの数量 

前年度比１％削減 
× 

・月に一回月末に測定

する 

△ 

事務所の可燃ごみの削減を念頭に置い

て、日々心がけたが、若干増加した。 

紙ごみの数量の 

把握 
△ 

1.使用済み用紙の裏紙

の利用を実行する 

2.両面印刷・両面コピ

ーを実行する 

○ 

 

○ 

1.事務所内の不要になった資料は、裏

紙として利用することができた。 

2.両面印刷が可能な時は、実行するよ

うに心がけた。 

 

（3）産業廃棄物のリサイクル率の向上 

取組対象 
達成

状況 
取組計画 

実施

状況 
評価（今後の取組方向も含む） 

リ サ イ ク ル 率

100％を維持する 
○ 

1.現場での産業廃棄物

の発生抑制に努める 

2.現場代理人は産業廃

棄物管理票の管理を確

実に行い、責任者に報

告する 

3.産業廃棄物の適正処

理を確認する 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

1.資材を上手に使うことを心がけた。 

 

2.実行するこができた。 

 

 

3.ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ上で確認した。 

 

（4）総排水量の削減（事務所の節水） 

取組対象 
達成

状況 
取組計画 

実施

状況 
評価（今後の取組方向も含む） 

事務所の水使用量

前年度比１％削減 
○ 

1.水使用量を把握する 

 

2.手洗い時、洗い物に

おいては、日常的に節

水を励行する 

○ 

 

○ 

 

 

1.把握することができた。 

 

2.節水を心がけることができた。 
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（5）環境に配慮した事業活動 

取組対象 
達成

状況 
取組計画 

実施

状況 
評価（今後の取組方向も含む） 

事務用品のｸﾞﾘｰﾝ

購入における現状

把握 

〇 

・事務用品を購入する

ときは、環境配慮品を

購入する 

〇 
環境に配慮したコピー用紙を購入する

ことができた。 

地場製品使用の 

把握 
○ 

・資材発注において、

地場産材使用の可能性

を検討し、可能な場合

は利用する 

○ 

 

住宅の新築工事や改修工事で地場産材

を使用することができた。 

伝統技術の提案 △ 

・施主に手加工、塗壁

等の伝統技術提案を行

う × 

 

住宅の新築工事では、工期の関係で、

プレカットとなり、手加工をすること

ができなかった。 

 

（6）建設現場における化学物質の適正な管理 

取組対象 
達成

状況 取組計画 
実施

状況 評価（今後の取組方向も含む） 

建設現場で化学物質の

扱いがある場合には安

全面など適正な管理を

行う 

△ 

・下請業者において、塗料・

接着剤・溶剤その他化学的な

危険性が考えられる物質を取

り扱うことが想定されている

場合は、下請け業者に指示し

て化学物質安全性ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの

取り寄せを指示し、これを現

場事務所等に備え付けるよう

にする。 

△ 

 

 

接着剤を使用する際に、化学物質安全

性ﾃﾞｰﾀｼｰﾄに目を通すことが大体でき

た。 

 

 

＜備考＞ 

・達成状況の判定区分 「○」：達成率≧100％ 又は、「○」：数量把握ができている 

           「△」：100％＞達成率≧80％ 

「×」：達成率＜80％ 又は、「×」：数量把握ができていない 

「－」：判定できない 

 

 

 

 

 

 

 

・実施状況の判定区分 「○」：実行されている 

「△」：大体実行されている 

           「×」：実行されていない 

「－」：判定できない、該当しない 
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6．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟等の有無

当社の事業活動において法的義務を受ける主な環境関連法規は次のとおりである。 

適用される法律規制等 適用される事項[施設・物質・活動等] 

廃棄物処理法 事業系一般廃棄物、産業廃棄物（廃プラ、木くず、鉄くず） 

労働安全衛生法 
｢石綿等（石綿及び重量比 0.1%超含有物）使用建築物等｣ の 

飛散性及び保温材等の解体、封じ込め・囲い込みを含む除去作業 

建設リサイクル法 
解体工事-80 ㎡以上・新築・増築工事-500 ㎡以上・修繕・模様

替工事-１億円以上・その他の工作物に関する工事 

大気汚染防止法 特定粉じん(石綿）排出等作業の解体・改修 

騒音規制法 くい打ち機、バックホー、コンプレッサー 

振動規制法 くい打ち機、バックホー 

令和 5 年 2 月 16 日に上記の環境関連法規の令和 4 年２月～令和 5 年１月における遵守状況を

確認・評価した結果、違反はありませんでした。 

また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟はありませんでした。 

7．代表者による全体評価と見直しの結果、及び次年度の取組 

今年度は、住宅の新築工事や改修工事で、工期の関係によりプレカットだったので、作業場で切

込みの作業が少なく、前年度に比べて、電気使用量は減少した。現場が遠方だったので、ガソリン

使用量は、増加した。 

 一般廃棄物の取組では、事務所内の可燃ごみ削減を心がけた。産業廃棄物の取組では、廃棄物抑

制を心がけながら、現場での作業を取り組むことができた。 

 事務所の水使用量については、節水を心がけ、使用量を削減することができた。 

 環境に配慮した事業活動では、今年度は、住宅の新築工事や改修工事で、地場産材を使用するこ

とができた。 

 建設現場における化学物質の適正な管理については、下請け業者において指示を忘れてしまう時

もあったので、気を付けていきたい。 

 次年度に向けて、環境負荷削減を念頭に置いて、日々取り組んでいきたい。 

8．その他 

夏休みに、「木工作」を自由にできる遊び場があると、知人から聞き、

見学してきました。 

材料、道具を子供達が自ら選び、大人が見守る中で、自由に「木工作」

遊びを楽しんでいました。 

 廃材を利用した活動を考えているので、今後の参考にしていきたい。 


